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第１  設置の目的 

 
令和２年１０月に発覚した、病院の不適切な業務運営に関し、当市議会

は１２月に病院運営の適正化に関する調査特別委員会を立ち上げ、第三者

委員会設置を当局に求め、第三者委員会から出された「病院の不適切な業務

運営の調査等に関する第三者委員会の調査結果の報告」の内容等を検証す

ることを目的に当委員会が設置された。 

 

第２  特別委員会の設置及び調査事項 
 
１  設置決議 

「発議案第２号 病院問題検証特別委員会の設置について」 

令和３年第３回定例会 令和３年９月９日  賛成多数により原案可決 

２  設置根拠 
 
東金市議会委員会条例第６条第１項による 

 

３  委員会の名称及び構成（定数、正副委員長、委員の氏名） 
 
◇名 称 病院問題検証特別委員会 

 
◇定 数 １３人以内とする 

 

委 員 長  清 宮 利 男 
副委員長  坂 本 賀 一 
 

委  員  村 上 大 蔵 
委  員  中 村 美 恵 

委  員  宮 沢 敬 人 

委  員  伊 藤 博 幸 

委  員  上 野 髙 志 

委  員  相 京 邦 彦 

委  員  前 田 京 子 

委  員  佐 竹 真知子 

委  員  石 田   明 

委  員  石 﨑 公 一 
 

４  調査事項 
  
１） 「病院の不適切な業務運営の調査等に関する第三者委員会の調査結

果の報告」を受け、一連の不正問題の発生原因を検証する。 
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第３  委員会の開催状況及び委員アンケートの実施

 

令和３年１０月  第三者委員会報告書に対する疑問点等の委員アンケートの実施       

令和４年 １月  東千葉メディカルセンターに対する経営改善につながる意見の 

委員アンケートの実施 

 

開  催  期  日 内                    容 

第１回 令和３年１０月 ６日 （水） 

 

 
第三者委員会報告書に関する意見・疑問・確認等について 

 第２回 令和３年１０月１３日 （水） 

 

 

第三者委員会報告書に関する意見・疑問・確認等の整理確認作業 

理
確認作業 

第３回 令和３年１１月１２日 （金） 
第三者委員会報告書に関する意見・疑問・確認等について 

東千葉メディカルセンター分の質疑等 

  

第４回 令和３年１１月２６日 （金） 

 

第三者委員会報告書に関する意見・疑問・確認等について 

設立団体分の質疑等 

  

第５回 令和３年１２月 ９日 （木） 

 

第三者委員会報告書に関する意見・疑問・確認等について 

第三者委員会弁護士分の質疑等 

  

第６回 令和４年 １月１１日 （火） 

 

 

病院問題に関する告発文書第３報について 

 

  

第７回 令和４年 １月１７日 （月） 

 

東千葉メディカルセンターの業務改善状況について

病院問題検証特別委員会報告書（案）について 

 
第８回 令和４年 ２月１６日 （水） 
 

東千葉メディカルセンターの業務改善状況について

病院問題検証特別委員会報告書（案）について 
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第４  委員会における検証の経緯 
本委員会で第三者委員会の調査結果の報告を検証するにあたり、調査報

告書の内容ついて、東千葉メディカルセンター、設立団体、第三者委員会

弁護士に対し委員からの疑義項目等の説明、回答を得た。また、東千葉メ

ディカルセンターより第三者委員会の調査結果を受けての業務改善状況の

報告を受けたうえで次の要望に達した。 

第５  委員会による要望 

東千葉メディカルセンターの早期の信頼回復のため「不適切な事務運営

の調査等に関する調査報告を踏まえた業務改善計画」に対して迅速に適切

かつ着実な実行をおこなうこと。 

 特に業務運営体制の整備（業務改善を確実に行うための業務運営体制の

整備）、新たな契約手続きにおいて透明性が確保されるような契約事務の適

正化については、徹底した整備、管理体制の構築をおこなうこと。 

 さらに、現在行われている訴訟手続きに関しては引き続き速やかな対応

をおこない、設立団体へ速やかな情報の提供をおこなうこと。 

また、今回新たに告発された事案に対し、更なる告発案件が提出された

ときは、速やかな情報開示をおこなうとともに、逐次の対応をおこなうこ

と。 

今後、東金市議会（特別委員会）としては、東千葉メディカルセンター

の改善状況について適時、報告を求め、経営改善に寄与するため必要に応

じ助言、要望を引き続きおこないたい。 

第６ 要望項目 

１．業務運営体制の整備 

（１）医療業務の整備 

（２）監査の充実 

（３）職員給与の適正支給 

（４）人事制度の整備 

（５）更なる設立団体からの職員の派遣 

（６）コンプライアンス及び内部通報制度などの整備 

２．契約事務の適正化 

（１）契約事務の適正化 一般競争入札の実施 

（２）会計処理の適正化 

３．法的手続きの実施 

（１）刑事、民事告訴の手続きの実施 

（２）被害届（設立団体若しくは法人から）の速やかな提出を行い 

司法当局への全面的な協力を行うこと  

 

 上記項目については適時、進捗状況についての報告を求める。 


